
持続的な経営力向上・賃上げ事業者支援補助金
物価高騰による厳しい経営環境が続く中にあっても、一定水準以上の賃金引上げを行う県内中小企業者を対象に、経営
力向上に直接資する設備投資、人材育成等を図る取組を支援します。

鳥取県

助成型（※2）

人材育成・雇用

県内に主たる事業所を有する中小事業者等

～2024年12月27日

補助率：賃金の引き上げ率が３％以上の場合補助対象経費の1/2、5％の場合2/3、補助上
限額：200万円

中小企業者(従業員を１名以上雇用していること)であること。鳥取県内に主たる事業所を
有すること。等

鳥取県商工労働部企業支援課
電話：0857-26-7217

https://www.pref.tottori.lg.jp/318420.htm
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